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令和 7年 (行 コ)第 195号

被控 訴人指 定代理 人殿 (控 訴人代理 人 には参考送付 )

東京 高等裁 判所第 4民事部

事 務 連 絡

被控 訴人 は、次 の各事項 につ い て検討 し、第 1回 期 日前 に、そ の結果 に

つ いて準備 書 面 として提 出 され たい (あ らか じめ、提 出可能 時 期 につ い

てお知 らせ い ただ きたい。)。

1 上告審 判 決別 紙 目録記載 1及 び 2の 各部分 につ き、同判 決 第 2の 2

の判 示 を踏 ま え、不 開示 の判 断 に変 更 が あ るか否 か、 あ る場 合 はそ の

内容 を日月 らか に されたい。

上告審 判 決別紙 目録 記載 2及 び 3の 部分 につ き、 同判 決第 3の 2の

判示 を踏 ま え、文 書 ご とに、小項 目が設 け られ てい るか否 か 、小項 目

が設 け られ て い る場合 には、小項 目ご とにそ の 中に本件 各 号 情報 が記

録 され て い るか否 か、記録 され てい る場合 には、不 開示部 分 を更 に細

分化 す る こ とはで きないか否 か を明 らか に した上で 、 当該 情報 が不 開

示 情報 に該 当す る理 由を明 らか に され たい。 不 開示 部分 を更に 細 分化

す る こ とがで きないか否 かの検討 に 当た つては、宇 賀克 也裁 判 官 の意

見 にお い て紹 介 されてい る ヴォー ン・ イ ンデ ックス の方 式 を参考 に さ

れ た い。

以上
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